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おわりに

Ⅰ 米国における輸入品の安全性問題

2007年３月、アメリカでペットの不審死や病

発が相次ぎ、社会的な問題として注目された。

連邦保健・福祉省（U.S.Department of Health
 

and Human Services：HHS）の食品・医薬品

局（Food and Drug Administration：FDA）

等の調査により、ペットフードの原材料に混入

されたメラミンが、この大量死の原因の一つで

あることが判明し、多くの銘柄のペットフード

のリコールが行われた。このペットフードの原

材料は、中国から輸入されたものであった。

アメリカ以外の国でも同様の問題が発生して

いる。2007年５月には中国から輸出されたジエ

チレングリコールが、グリセリンとしてパナマ

で風邪薬の原料として用いられ、死者を出した

事件も起きている。その後、FDAは６月に、ア

メリカに輸入された中国製の練り歯磨きからジ

エチレングリコールを検出したと発表してい

る。

このような化粧品、医薬品やペット・家畜の

飼料にも増して、直接人間の口に入る食品の安

全性の確保は、さらに重要な問題である。2007

年６月、FDAは、中国で養殖された５品目の水

産物について「輸入上の注意
(注１)

（Import Alert)」

を発令した。その内容は、中国から荷揚げされ

たこれらすべての水産物について、税関での物

理的検査が終了し、既定の条件を満たすと判明

するまでは、すべて留置する（detention）措置

をとるよう、担当職員に指示するというもので

ある。今回の「輸入上の注意」は、一種の行政

命令であるが、FDAにより安全であると認めら

れた養殖場からのものを除いては、この水産物

５品目が実質的に輸入差し止めとなる効果を有

している。この５品目とは、エビ、ナマズ、ウ

ナギ、バサ（ナマズに似た淡水魚)、デイス（ウ

グイに似たコイの一種)である。アメリカではこ

れらの多くを中国から輸入している。

この５品目には、養殖時に大量に投与される

各種の抗菌剤が、しばしば残留しており、2001

年に抗菌剤が残留した養殖うなぎを輸入拒否し

て以来、FDAは中国に対し、再三改善を求めて

きた。これらの抗菌剤の中には、発がん性が指

摘され、アメリカの規則で使用を禁じられてい

るだけではなく、中国においても違法とされて

いるものもある。

この「輸入上の注意」の適用を免れるために

は、水産物から違法抗菌剤が検出されていない

ことを第三者機関が証明した書類を、荷に添付

する必要がある。

アメリカの中国からの輸入は、近年、増加の

一途をたどっており、2006年の水産物について

は金額ベースで、全輸入量の約15%を占めて
(注２)

いる。

これらの出来事を受けて、アメリカでは中国

からの輸入品、特に食品の安全性に対する不安

を払拭するための対策が急務となっている。以

下においては、連邦の行政、立法の最近の動き

の中から、問題の所在を明らかにし、食品の安

全性を確保するための取組みを紹介する。

外国の立法 234（2007.12) 国立国会図書館調査及び立法考査局230



Ⅱ 米国における輸入食品等のチェック体制

１ 輸入食品のチェックを行う機関

アメリカでは州間取引（interstate com-

merce）の食品規制は、連邦により所管されて
(注３)

おり、その主要な役割を果たす連邦機関は、農

務省食品安全調査局（FSIS）と FDAである。

州間取引とは、１州内で完結する取引以外の州

際取引をいうが、その他に他国との取引、すな

わち輸入をも
(注４)

含む。つまり、アメリカでは連邦

法上、輸入食品について、国内で産出される食

品と同じ安全基準が設定されて
(注５)

いる。

連邦食品医薬品化粧
(注６)

品法では、州間取引に供

される食品等の安全性を確保するため、FDAが

所管する基本事項を定めている。

しかし、アメリカは自由貿易促進を目的とし

て設立された世界貿易機構（WTO）に加盟して

おり、その設立協定の一部である衛生植物検疫

措置の適用に関する協定（SPS協
(注７)

定)の効力に

も影響を受けている。

この SPS協定は、輸入食品貿易に対する検疫

や衛生措置が国際貿易の不当な障壁として用い

られることを防ぐ目的で締結されている。協定

では、関連の国際機関等（FAO,WHO）が設置

する CODEX委員会（消費者の健康の保護、食

品の公正な貿易の確保等を目的とする機関。国

際食品規格の作成等を行う。）や国際獣疫事務局

（OIE）によって作成された国際基準に基づい

て各国の検疫・衛生措置の調和を図ること等が

定められている。すなわち、SPS協定の第４条

に「措置の同等性」という規定があり、輸出国

の食品の安全性にかかる措置が自国と異なって

いても、上述の国際基準や科学的な証明に照ら

し、適切な保護レベルを満たしている場合には、

同等なものと認めなければならないと定められ

ている。協定のこのような効力により、アメリ

カでは、厳密には国内産出の食品と完全に同じ

安全基準が、輸入食品に適用されているとは言

えないことになる。

以上のような枠組の下で行われる輸入食品規

制において、FSIS及び FDAが所管する事項は

次のとおりである。

FSISについて

FSISは、連邦畜肉検査法第
(注８)

20条、家禽製品検

査法
(注９)

第466条に基づき、卵の加工品、畜肉、家禽

とそれらの加工品およびこれらを混合して作ら

れた製品を取り扱っている。

FSISは、所掌する輸入品について、FDAと

は異なる制度によって規制を行っている。アメ

リカに輸出しようとする国が少なくとも FSIS

の認めるアメリカと同等の保護レベルに達する

プログラムを有していると FSISが承認しない

場合には、当該の食肉工場から、対象とする食

品をアメリカに輸入することはできない。中国

の工場が産出する食肉、家禽は FSISの基準で

はアメリカへの輸出は認められてい
(注10)

ない。また、

日本の場合も、承認されているのはわずか４工

場で
(注11)

ある。さらに、FSISは、輸入品について国

境で再度の検査も行っている。これはコン

ピュータで対象を絞り込んだサンプル調査で
(注12)

ある。

FDAについて

FDAは、FSIS所管以外の、卵を含むほとん

どすべての食品、飼料を所管している。

輸入に際してサンプル検査等を行い、不良で

ある
(注13)

場合、または、不当表示をしている
(注14)

場合に

は、FDAは輸入港で国内への出荷を停止でき

る。その場合、特定の荷主や栽培者、地域、国

において以後も同じ状況があると考えられるな

らば、荷を検査せずに留置することもで
(注15)

きる。

本来、このような FDAの業務は、食品の衛生

面での安全性を目的としていたものであるが、

9.11同時多発テロを受けて制定されたバイオテ
(注16)

ロ法は、新たに安全保障の面から FDAに以下
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のような規制の権限を与えて
(注17)

いる。

まず、アメリカに食品を輸出する場合、その

製造、包装、保管に係る施設は、FDAへの登録

を求められる。アメリカに食品を持ち込む運送

業者等は、食品を受け取った相手と受け渡す相

手についての記録を整備・保持しなければなら

ないことも定められた。このほか、アメリカ側

の輸入業者は、輸入食品がアメリカに到着する

５日前から遅くとも２時間前までに、FDAに対

する事前通告が義務付けられ、それを怠ると荷

が留置される。生鮮物については迅速に処理す

る必要があることから、留置の権限がそれまで

より拡大さ
(注18)

れた。輸入用の書類等は、あらため

て到着港で審査される。

これらの情報はOASISというデータベース

で管理されている。このデータベースは、バイ

オテロ法制定以前に既に前身が
(注19)

あり、現在も同

様に食品衛生の安全性確保の業務にも利用され

ている。例えば、検査官がある荷について相当

なリスクがある、詳細な調査を要する等の判断、

決定する際に用いられて
(注20)

いる。

しかし、輸入品に関し他国と共同活動する際

の FDAの権限は、前述した FSISのものに比

べると制約があると言われて
(注21)

いる。FDAは、理

論的には FSISと同じように、他国に同等性基

準を要求する権限を有するという立場に立って

いる。しかし、実際は、外国の食品工場や施設

を査察に行くことがあっても、それは何か特定

の懸案がある場合がほとんどであり、しかも相

手国政府の許可が必要とされる。また、FSISが

主な動物性の食肉と家禽とその製品のみを扱う

のに対し、FDAはそれ以外のすべての食品を扱

い、範囲が広い。たとえ権限が与えられている

としても、そのための人員、予算とも十分とは

いえないのが現状のようで
(注22)

ある。

中国からの輸入品の安全性に関する検討にお

いても、FDAの責任者は、2007年５月の連邦議

会下院農業委員会の公聴会において、将来的に

FSISのような方法を取ることを考慮する余地

はあるとしつつも、そのような権限を実行する

のは困難であるという立場をコメント
(注23)

した。

２ 米国で問題となっている輸入食品

FDAは、毎月「輸入停止品報告（Import
 

Refusals Report）」を作成し、過去１年分につ

いてウェブで公開して
(注24)

いる。

これによると、2006年５月から2007年４月ま

での間に FDAにより拒否された件数は、メキ

シコが約1,300件でトップであった。次がインド

で約1,100件、中国は第３位で720件、日本は第

７位で
(注25)

295件で
(注26)

ある。

ただし、この報告書からは留置処分となった

１件当たりの分量が分からず、比較する輸入総

量も判明しないため、この順位がその国の輸出

物の危険度や食品安全管理制度の危険度をその

まま示しているとは解釈できない。単にその国

からアメリカが多くを輸入していることが分か

るだけである。

だが、一方、金額ベースで見ると、カナダは

アメリカの輸入相手の第１位であるが、第２位、

第３位の中国やメキシコと比べて、拒否件数が

格段に低い。インドは、金額ベースでアメリカ

への農産物、海産物の輸出トップ10にも入って

いないにもかかわらず、拒否件数では第２位に

入っている。

中国からの輸入品で FDAに留置処分された

ものの半分は水産物である。その３分の１はウ

ナギ、ナマズ、エビである。留置の理由は、食

品の不衛生な状態、細菌・抗菌剤残留の検出等

である。農産物の場合の主な理由は、農薬残留、

指定された表示や書類の不備等である。

2006会計年度の中国からの食品の輸入のう

ち、拒否にあったのは0.15%であることから、

中国側はその安全性を強調している。しかし、

これについて FDAは、人員不足のため、すべて
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の輸入品の１%しか検査できていないことが理

由であると述べて
(注27)

いる。

Ⅲ 連邦政府・議会の動き

１ 大統領令による輸入品安全特別調査会

2007年７月18日ブッシュ大統領は、大統領令

第13439号（Establishing  an Interagency
 

Working Group on Import Safety）で輸入品

の安全性についての閣僚級の委員で構成される

特別調査会の設置を命じた。

調査会は、保健・福祉省内に保健・福祉長官

により設置され、座長は保健・福祉長官とされ

る。国務長官、財務長官、司法長官、農務長官、

商務長官、運輸長官、国土安全保障長官、予算

局（OMB）長官、合衆国通商代表、環境保護庁

長官、消費製品安全委員会委員長、このほか関

係省庁の長の同意を得て、座長によって決定さ

れる行政官がメンバーとなる。

特定の事項を扱うためのサブグループも設置

される。

調査会の使命は、現状の人的資源や財源の範

囲内で、輸入品の安全性確保を促進するための

活動とその適切な手段とを追求することとされ

ており、具体的な目標として以下の点があげら

れている。

・輸入品の安全性確保に関する現在の手続き・

方法や、外国政府、外国の製造者及び輸出品の

検査や承認に関する民間部門との協力関係が良

好であるかを検討し、評価すること等により、

輸入相手国と協力し、安心できる手続きや規範

を確保すること。

・アメリカの輸入業者が、外国の製造者を選定

する場合の方法、生産設備の査察、製品の検査

等で取りうる手法の特定等を行い、他国の製造

元と協力し、輸入品が米国の規格を確実に満た

すようにしていくこと。

調査会は、60日以内に大統領に勧告を提出す

ることとされている。ただし、座長が延長を決

定することもできる。

調査会は、2007年９月17日に最初の勧告とし

て、「輸入品安全性の促進に関する戦略的枠組

み」を大統領に提出する予定で
(注28)

ある。また、11

月中旬にはアクションプランを提出する予定で

ある。これに先立ち、10月１日にパブリック・

ミーティングの開催も予定されて
(注29)

いる。

２ 米中戦略経済対話における覚書の合意に向

けた取組み

米中戦略経済対話（SED）とは、2006年９月

20日、ポールソン財務長官が中国の呉儀副首相

と会談し、開催が合意された両国の経済分野に

おける戦略的対話である。アメリカ側は、主に

中国の人民元改革、知的財産権の保護、市場開

放等を対話の中心に据えてきたが、2007年５月

の SEDからは、食品の安全性と医薬品及び医

療機器の安全性確保についても取り上げられて

いる。これらに関する覚書の合意に向けての取

組みも始まっており、2007年７月末から８月始

めに開催された SEDでは、基本的枠組みの合

意がなされて
(注30)

いる。

５月の SEDでは、以下のような特定の要求

がアメリカ側から出されて
(注31)

いる。

・中国での食品安全管理方法について、疑わし

い製品の検査や検疫の手続き、その方法、技術

等の詳細な情報を提供すること。

・中国政府側の行った検査データを加工しない

でアメリカに提供すること。

・飼料や食品の原料中に混入されているメラミ

ンについて、現在中国が行っている検査の結果

を提供すること。

・アメリカに飼料や食品を輸出する中国の農場

をすべてを登録すること。登録されていない農

場からの輸出を禁ずること。

・中国の農場の登録リストを常に最新に保ち、
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公表すること。

・中国内で、健康関連調査や、農場がアメリカ

の基準を満たしているかの監査を行う FDAの

担当官に対して、複数年有効なマルチビザを発

給すること。

１で述べた特別調査会の座長でもあるマイケ

ル・レビット保健・福祉長官は、８月に開催さ

れた SEDについて、特別調査会の検討は、必ず

しも中国にだけ的を絞ったものではないが、

SEDでの検討の成果が、特別調査会の勧告にお

いても重要な情報となるであろうとコメントし

て
(注32)

いる。

３ 連邦議会の取組み

連邦議会議員からも、中国からの輸入食品の

安全性について、厳しい批判が表明されている。

2007年５月に開催された下院農業委員会の公聴

会では、FDAや FSISの行政官からの証言を求

めることも行われた。このような公聴会は今後

も予定されている。

上院では2007年４月に、医薬品や医療機器の

承認審査の方式や手数料の大幅な変更を主な内

容とする FDA再活性化
(注33)

法案が提出され、審議

されていた。その後、製薬会社のスキャンダル

が相次いだことを懸念した民主党は、この法案

に、新薬の安全性を確保するため FDAの監督

権限を拡大する内容を盛り込んだ。さらに、輸

入食品等の安全性が社会問題化したため、以下

のような修正規定を含む形で、最終的に５月に

上院を通過させた。

・公衆への周知のために不良な食品・飼料の情

報を収集する中央登録所を FDAが設立するこ

と

・国内及び外国の工場等の施設に、食品安全に

関する問題の発生を FDAに通報させること

・ペットフードのための全米統一の基準と表示

法を施行すること

同じ頃、下院でも、FDA改革に関する
(注34)

法案が

審議されていた。この法案は、新薬の安全性に

関する規定に違反した場合の罰金を大幅に増額

する規定や、ジェネリック医薬品の承認審査を

妨害する手段として、製薬会社により市民訴訟

という形が利用されることの防止を目的とする

規定等を主な内容とする。

この２つの法案を合体させる作業が両院の所

管委員会のスタッフによって共同で行われた結

果、両院の主な主張を相互に盛り込む形で、新

たな
(注35)

法案が制定された。さらに、上院に提出さ

れていた生物由来の原料から作られるジェネ

リック薬品（バイオジェネリックス）の承認に

関する別の
(注36)

法案の内容も、同時に盛り込まれる

こととなった。この両院で協議された法案は、

2007年９月20日に両院を通過
(注37)

した。

FDAの権限を適切に発動させるための予算

や人員が不足しているという指摘に対する解決

策として、輸入品の検査コストの一部を負担さ

せる形で品目ごとに新たに20ドルのユーザー料

金を科すという法案も、上院に提出されている。

この法案には、アメリカへの輸出を行う外国の

政府や農場に対して、アメリカと同等な食品の

安全性を保つために FDAから認証を受けるこ

とを義務付ける条文も含まれて
(注38)

いる。

おわりに

連邦議会では、生肉や農産物、ピーナツ等に

対する産出国表示の義務化を定めた条項に関し

て、その施行を、当初案より１年早めて、2007

年９月30日に前倒しするよう求める法案等が出

されている。アメリカの法律では、食品の原産

国表示が義務付けられているものの、野菜や果

物、生肉、海産物等の特定の農産物については、

これまで免除されてきた。また、原材料として

アメリカに持ち込まれる場合には、アメリカの

工場で加工した場合、原産国表示の義務はなく、
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申請すればアメリカ産の表示も許可されてき

た。

産出国表示の義務化は、2002年の農
(注39)

業法に条

文が盛り込まれ、検討されたが、その後、関係

団体の意向を受けた議員の意見がまとまらず、

最終的には2008年９月30日まで施行が延期され

ていたもので
(注40)

ある。

2007年秋には、上述の輸入品安全特別調査会

の勧告やアクションプランの策定が予定されて

おり、SEDは、2007年末までの覚書の最終合意

を目指して
(注41)

いる。輸入品の安全性確保について、

2007年後半も様々な動きが予想される。

注

＊インターネット情報は2007年８月31日現在である

（ただし特記したものを除く)。
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